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まちからの大切なお知らせ

住民環境課 環境対策係
☎099-476-1111（127・128）

問地球温暖化防止実行計画の結果について

■ 大崎町地球温暖化防止実行計画における平成30年度の結果について 

公表します。

１　実行計画の策定目的

　 　大崎町では、庁舎等においての事務及び事業について、平成25年度を基準とした「大崎町地

球温暖化防止実行計画」（以下、「実行計画」）を平成29年３月に改定しました。

　 　この実行計画は、平成28年度から令和２年度までの５年間を計画期間とし、その後５年おき

に改定しながら、令和12年度における温室効果ガス排出量を、基準年度である平成25年度と比

較して40％削減することを目標としています。

２　実行計画の進捗状況について

　 　実行計画に基づき、冷房使用時間の短縮などの取組みを推進し、町の事務事業に伴う温室効

果ガスの排出削減に努めています。

　 　平成30年度に町の事務事業から排出された温室効果ガスは、基準年度である平成25年度と比

較した結果、3.7％増加しました。

表【原因別状況】

区　分

平成25年度（基準年） 平成30年度 基準年との比較

排出量

（㎏－CO₂）

構成比
（％）

排出量

（㎏－CO₂）

構成比

（％）

排出量

（㎏－CO₂）

昨年比

（％）

電　気 2,197,963 59.7 2,151,558 56.3 △46,405 △2.1

ガソリン 148,191 4.0 124,186 3.3 △24,005 △16.2

その他 1,333,668 36.3 1,541,719 40.4 208,051 15.6

合　計 3,679,822 100 3,817,463 100 137,641 3.7

　特に、「あすぱる大崎」（入浴施設に使用する重油使用量の増加等）及び「くにの松原キャンプ場」

（シーズン外利用者の増加等）において著しく増加しており、その他、計画対象施設74施設のう

ち、29施設において、施設利用者の増加や施設老朽化等の理由により排出量が増加しました。

３　今後の取組

　 　平成30年度の実績を重視し、引き続き全庁的な事務事業の見直しを行うと共に、今後も、空

調機器使用時間の分散化、マイボトル持参及びグリーンカーテンの実施を推進し、省エネに対

する意識啓発も含め、地球温暖化対策への意識高揚及び実践を図ることで温室効果ガス排出量

削減のために省エネ・省資源化への取組を引き続き継続して実行します。
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